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田原市難聴高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、聴力低下によりコミュニケーションがとりにく

いために日常生活上の支障がある難聴高齢者に対し、予算の範囲内

で補聴器購入を助成することにより、認知機能の低下や閉じこもり

を予防し、社会参加及び地域交流を支援し、高齢者福祉の増進に資

することを目的とする田原市難聴高齢者補聴器購入費助成事業（以

下「事業」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象者） 

第２条 事業の対象者は、第５条の規定により申請をする日時点にお

いて、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 市内に住所を有する６５歳以上の者 

(2) 両耳の聴力レベルが３０ｄＢ以上の者で、身体障害者手帳の交

付の対象とならない者 

(3) 耳鼻咽喉科の医師（以下「医師」という。）により、聴力低下の

ため日常生活に支障があり、補聴器の使用が必要であることが証

明されている者 

(4) 第５条の規定による申請のあった月の属する年度（申請時点で

当該年度の市町村民税（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の

規定による市町村民税をいう。以下同じ。）が確定していない場合

にあっては、前年度）分の市町村民税を課されない者のみの世帯

に属する者 

(5) 市税の滞納がない者（同一世帯に属する者を含む。） 

２ 前項の規定にかかわらず、すでに本要綱又は他の公費助成制度に

よる助成を受けて補聴器を購入し、当該助成の決定日から５年を経

過していない者については、新たな購入のための助成の対象としな

い。 

（対象補聴器） 

第３条 助成の対象となる補聴器（以下「助成対象補聴器」という。）

は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律（昭和３５年法律第１４５号）の規定による医療機器に該当

する補聴器とする。 

 （助成額） 

第４条 助成の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、

助成対象補聴器の本体価格とする。ただし、補聴器本体価格の値引

きがあったときは、当該値引き後の価格とする。 



 

２ 

 

２ 助成額は、助成対象経費の２分の１を乗じた額とし、当該額が３

万円を超えるときは３万円とする。 

３ 助成額は、千円未満を切り捨てるものとする。 

（申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、助成対象補聴器を購入する前に、田原市難聴高齢者補聴器購入

費助成申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添付して市

長に提出しなければならない。 

(1) 田原市難聴高齢者補聴器購入費助成についての意見書（様式第２号） 

(2) 見積書 

(3) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、購入を予定する日が属する年度の４月

１日から２月末日までの期間に行わなければならない。 

３ 第１項第１号に規定する意見書は、身体障害者福祉法（昭和２４

年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する都道府県知事が定め

る医師が作成したものとする。 

（支給決定等） 

第６条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を 

審査し、適当と認めた場合は、田原市難聴高齢者補聴器購入費助成

決定通知書（様式第３号）により、不適当と認めた場合は、田原市

難聴高齢者補聴器購入費却下決定通知書（様式第４号）により申請

者に通知するものとする。 

 （申請内容の変更等） 

第７条 前条の規定により助成の決定を受けた者（以下「交付決定者」

という。）は、助成申請内容を変更する又は中止する場合は、田原市

難聴高齢者補聴器購入費助成変更等申請書（様式第５号）を市長に

提出しなければならない。 

 （変更等の決定） 

第８条 市長は、前条の規定により申請があったときは、第６条の例

により変更等の決定をし、田原市難聴高齢者補聴器購入費助成変更

等決定通知書（様式第６号）により交付決定者に通知するものとす

る。 

 （実績報告） 

第９条 交付決定者は、助成の決定を受けた対象の補聴器の購入後、

当該補聴器を購入した日から起算して３０日以内又はその年度の３

月３１日（同日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日

より前の日においてその日に最も近い日で、休日、土曜日又は日曜



 

３ 

 

日でない日）のいずれか早い日までに、田原市難聴高齢者補聴器購

入費助成実績報告書（様式第７号）に当該補聴器の購入に係る領収

書の写しを添えて提出しなければならない。 

 （助成金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があったとき

は、速やかにその内容を審査し、補助金の額を決定し、田原市難聴

高齢者補聴器購入費助成金確定通知書（様式第８号）により交付決

定者に通知するものとする。 

（助成金の請求及び交付） 

第１１条 前条の規定により助成金の確定を受けた交付決定者は、田

原市難聴高齢者補聴器購入費助成金請求書（様式第９号)を速やかに

市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項により請求があったときは、速やかに交付決定者に助

成金を交付するものとする。 

（用具の管理） 

第１２条 この要綱に基づいて助成を受けた者は、当該補聴器を目的

に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しては

ならない。 

（決定の取消又は返還） 

第１３条 市長は、交付決定者が次に掲げるいずれかに該当すると認

めるときは、助成の決定を取り消し、既に交付した助成金がある場

合は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により、助成決定又は交付を受けたとき。 

(2) 関係法令、規則及びこの要綱に違反したとき。 

（雑則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。 



様式第１号（第５条関係） 

田原市難聴高齢者補聴器購入費助成申請書 

年   月   日 

 

田原市長 様 

 

申請者   住 所         

                          氏 名             

                  電 話             

 

 下記のとおり、田原市難聴高齢者補聴器購入費助成の申請をします。 

  なお、助成申請に係る審査のため、対象者の世帯の住民登録資料、税務資料その他に

ついて、各関係機関に調査、照会、閲覧することを承諾します。 

   

対 

象 

者 
 

住 所 

□申請者と同じ 

〒 

 

電話（             ） 

ふりがな 

氏 名 

□申請者と同じ 

 

生年月日       年   月   日（   歳） 

購入予定の補聴器の

名称または型番 

 

補 聴 器 の 

販売業者名 

 

市民税の課税状況 □非課税世帯 □課税世帯 

公費助成の利用状況 □補聴器購入にあたり、他の公費助成制度を受けていません。 

添付書類 □意見書 □見積書 □その他（                  ） 



様式第２号（第５条関係） 

田原市難聴高齢者補聴器購入費助成についての意見書 

 

対
象
者 

住 所 田原市 

氏 名  

生年 

月日 

  年  月  日  

経過と現在の症状 

 

 

現在の聴力レベル 

右：        ｄＢ  左：        ｄＢ 

検査日       年    月    日 

補聴器の必要性 右（□必要  □不要）  左（□必要  □不要） 

その他参考意見  

助成対象要件 

の確認 

※ 該当する場合は をお願いします。 

□ 対象者は聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象外の聴力である。 

１．意見書の記載は、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医又は身体障害者福祉法第１５条

に規定する指定医師に限る。 

２．聴力レベルの測定にあたり、オージオメータによる検査の実施が困難な場合は、ＡＢＲ等の他覚的

聴力検査又はそれに相当する検査を実施するものとする。 

上記のとおり意見する。 

 

         年  月  日 

 

所 在 地 

医療機関名 

医 師 名                     



様式第３号（第６条関係） 
 

田原市難聴高齢者補聴器購入費助成決定通知書 

 
 

                           第     号 

年  月  日 

 

            様 

 

  田原市長               

 

    年  月  日付けで申請のありました田原市難聴高齢者補聴器購入費の

助成については、下記のとおり助成することを決定したので通知します。 

 

記 

助成決定額 円 

対
象
者 

住所 田原市 

氏名  

生年月日   年  月  日 電話番号  

購入予定の補聴器 

の名称または型番 
 

補  聴  器  の 

販 売 業 者 名 
 

 



様式第４号（第６条関係） 

 

田原市難聴高齢者補聴器購入費却下決定通知書 

 

                                  第     号 

年  月  日  

 

         様 

 

 

 

田原市長            

 

 

       年  月  日付けで申請のありました田原市難聴高齢者補聴器

購入費の助成については、下記の理由により却下することを決定したので通知しま

す。 

 

記 

 

（却下の理由） 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第７条関係） 

 

田原市難聴高齢者補聴器購入費助成変更等申請書 

 

  年  月  日 

 

田原市長       殿 

 

              申請者 住  所 

                  氏  名 

                 （団体名及び代表者名） 

                  電話番号 

 

   年  月  日付けで交付決定のありました田原市難聴高齢者補聴器購入費

助成については、田原市難聴高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱第７条の規定によ

り、下記のとおり変更等をしたいので申請します。 

 

記 

 

 変更等の内容・理由 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第８条関係） 

 

田原市難聴高齢者補聴器購入費助成変更等決定通知書 

 

                           第     号 

  年  月  日 

 

          様 

 

                        田原市長          

 

 

   年  月  日付けで変更等申請のありました田原市難聴高齢者補聴器購入

費助成については、下記のとおり変更等決定しましたので、田原市難聴高齢者補聴器

購入費助成事業実施要綱第８条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 変更等の内容・理由 

 

 

 

 

２ 助成決定額（変更後の総額）  金       円 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第９条関係） 

田原市難聴高齢者補聴器購入費助成実績報告書 

 

年  月  日 

 

田原市長 様 

 

                 住  所 

                 氏  名              

                 電話番号              

 

 

    年  月  日付け  第  号で助成の決定がありました田原市難

聴高齢者補聴器購入費助成金について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 購 入 年 月 日            年  月  日 

 

２ 購入した補聴器の名称又は型番 

 

３ 購 入 等 費 用                  円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付書類） 

 補聴器購入の領収書又はその写し 



様式第８号（第１０条関係） 

 

田原市難聴高齢者補聴器購入費助成金確定通知書 

 

                   第     号 

  年  月  日 

 

          様 

 

                        田原市長          

 

 

   年  月  日付けで実績報告のありました田原市難聴高齢者補聴器購

入費助成金について下記のとおり補助金額を確定しましたので、田原市難聴高

齢者補聴器購入費助成事業実施要綱第１０条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定通知額       金      円 

 

２ 交付確定額         金      円 

 

 

 

 



様式第９号（第１１条関係） 

田原市難聴高齢者補聴器購入費助成金請求書 

 

年  月  日 

 

田原市長 様 

 

                 住  所 

                 氏  名              

                 電話番号              

 

 

    年  月  日付け  第  号で額の確定のありました田原市難聴

高齢者補聴器購入費助成金について、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 助成金請求額      金           円 

 

２ 振 込 先 口 座 

 

金融機関名 
銀行・信用金庫 

       農協・信用組合 

本店 

支店 

口 座 番 号        預金種別 
普通 

当座 

フ リ ガ ナ   

口座名義人  

 


